
平

成

元

年

七

月

十

一

日

受

領 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

答

弁

第

三

〇

号 

   
衆
議
院
議
員
児
玉
健
次
君
提
出
米
空
軍
Ｆ
16
の
超
低
空
飛
行
訓
練
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
四
第
三
〇
号 

平
成
元
年
七
月
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
田 

村 
 

元 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宇 

野 

宗 

佑 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
児
玉
健
次
君
提
出
米
空
軍
Ｆ
16
の
超
低
空
飛
行
訓
練
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁 

書 

一
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
米
空
軍
Ｆ

16
の
事
故
原
因
は
、
調
査
中
の
も
の
を
含
め
、
次
の
と
お
り
と
承
知 

し
て
い
る
。 

(一) 

昭
和
六
十
二
年
三
月
二
十
二
日
、
機
械
の
故
障
の
た
め
八
戸
沖
海
上
に
墜
落
し
た
。 

(二) 

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
日
、
エ
ン
ジ
ン
に
送
り
込
む
燃
料
が
ア
イ
ド
ル
回
転
数
に
必
要
な
量
以
下
と
な
っ 

た
た
め
エ
ン
ジ
ン
が
作
動
せ
ず
、
岩
手
県
山
中
に
墜
落
し
た
。 

(三) 

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
二
日
、
ベ
ン
ト
ラ
ル
・
フ
ィ
ン
（
方
向
安
定
性
を
高
め
る
た
め
の
部
品
）
の
一
部

が
外
れ
、
そ
れ
が
燃
料
系
統
に
穴
を
開
け
た
た
め
秋
田
空
港
に
緊
急
着
陸
し
た
。 



二
の
(3)
及
び
三
の
(2)
に
つ
い
て 

二
の
(2)
に
つ
い
て 

二
の
(1)
に
つ
い
て 

(六) 

平
成
元
年
五
月
三
十
日
、
秋
田
空
港
に
緊
急
着
陸
し
た
が
、
原
因
は
調
査
中
で
あ
る
。 

(五) 

平
成
元
年
三
月
二
十
七
日
、
千
歳
空
港
に
緊
急
着
陸
し
た
が
、
原
因
は
調
査
中
で
あ
る
。 

(四) 
平
成
元
年
一
月
二
十
六
日
、
油
圧
系
統
の
故
障
に
よ
り
函
館
空
港
に
緊
急
着
陸
し
た
。 

米
国
と
し
て
は
、
日
米
安
全
保
障
体
制
の
下
に
お
け
る
米
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
意
思
を
明
確
に
し
、
抑 

 
 

止
力
の
維
持
・
向
上
を
図
る
と
の
観
点
か
ら
Ｆ
16
を
三
沢
飛
行
場
に
配
備
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

Ｆ

16
に
よ
る
中
高
高
度
の
通
常
飛
行
と
、
低
空
、
超
低
空
で
の
急
上
昇
、
反
転
等
を
伴
う
飛
行
の
安
全
性
の 

 

違
い
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

米
軍
に
よ
る
実
弾
射
撃
等
を
伴
わ
な
い
通
常
の
飛
行
訓
練
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の 

四 

 



他
方
、
米
軍
は
全
く
自
由
に
飛
行
訓
練
等
を
行
っ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
我
が
国
の
公
共
の
安
全
に
妥
当 

 

な
考
慮
を
払
っ
て
活
動
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
米
軍
も
こ
の
点
に
は
十
分
に
留
意
し 

 

て
、
安
全
面
の
配
慮
を
払
う
と
と
も
に
、
地
域
住
民
に
与
え
る
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
よ
う
努
め
て
い
る 

 

も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊 

 

の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
は
、
施
設
・
区
域

の
上
空
に
限
っ
て
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
施
設
・
区
域
の
上
空
外
に
お
い
て
、
こ
れ
を 

 

行
う
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
昭
和
六
十
二
年
、
昭
和
六
十
三
年
と
北
海
道
及
び 

 

本
州
北
部
に
お
い
て
行
わ
れ
た
Ｆ

16
の
訓
練
は
、
第
四
三
二
戦
術
戦
闘
航
空
団
所
属
Ｆ

16
が
、
運
用
能
力
点 

 

検
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
技
能
維
持
・
向
上
等
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
訓
練
を
実
施
し
た
も
の
と
承
知
し
て 

 

い
る
。 

五 

 



三
の
(3)
に
つ
い
て 

三
の
(1)
に
つ
い
て 

米
軍
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第 

 

六
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全 

 

の
維
持
に
寄
与
す
る
た
め
、
我
が
国
に
お
い
て
施
設
・
区
域
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
米 

 

軍
が
か
か
る
目
的
で
我
が
国
に
駐
留
す
る
こ
と
を
同
条
約
が
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
前
協
議
に
係
る 

 

事
項
の
よ
う
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
米
軍
が
か
か
る
目
的
の
達
成
の
た
め
、
飛
行
訓
練
を 

 

含
め
軍
隊
と
し
て
の
機
能
に
属
す
る
諸
活
動
を
一
般
的
に
行
う
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
。
か
か
る
前 

 

提
の
下
で
、
日
米
地
位
協
定
は
、
我
が
国
に
駐
留
す
る
米
軍
が
使
用
す
る
飛
行
場
及
び
航
空
保
安
施
設
並
び
に 

 

航
空
機
及
び
そ
の
乗
組
員
等
に
関
す
る
諸
規
定
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
日
本
国
と 

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
発
言
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

六 

 



四
の
(2)
に
つ
い
て 

四
の
(1)
に
つ
い
て 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国 

 

に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
及
び
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協 

 

定
の
実
施
に
伴
う
航
空
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
二
号
）
は
、
航
空
法
（
昭 

和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
の
規
定
の
一
部
適
用
除
外
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
日
米
地
位
協
定
上
、
米
軍
は
個
々
の
飛
行
訓
練
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
我
が
国
へ
の
連
絡
を
行
う
必 

 

要
は
な
く
、
米
軍
が
北
海
道
及
び
本
州
北
部
に
お
け
る
Ｆ

16
の
訓
練
に
関
し
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
十
五
日
、 

同
年
八
月
二
十
五
日
、
同
年
十
月
十
五
日
及
び
平
成
元
年
三
月
二
十
四
日
に
、
事
前
の
発
表
を
行
っ
た
の
は
、 

 

あ
く
ま
で
米
軍
の
自
主
的
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
発
言
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

七 

 



五
に
つ
い
て 

    

低
空
飛
行
訓
練
に
伴
う
苦
情
、
被
害
及
び
補
償
の
状
況
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
処
理
手
続
中 

 
 

の
も
の
に
つ
い
て
は
、
円
満
に
解
決
す
る
よ
う
鋭
意
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

米
軍
の
訓
練
及
び
Ｆ

16
の
三
沢
飛
行
場
配
備
に
つ
い
て
は
、
三
の

(3)
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
米
軍
の
駐 

留
目
的
を
達
成
す
る
上
で
必
要
な
も
の
と
理
解
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
訓
練
の
中
止
や
Ｆ

16
の
撤
去
を
求
め 

る
考
え
は
な
い
が
、
今
後
と
も
、
在
日
米
軍
の
運
用
に
際
す
る
安
全
確
保
に
つ
き
万
全
の
措
置
が
採
ら
れ
る
よ 

 

う
、
ま
た
、
地
域
住
民
へ
の
影
響
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 

八 

 



別
表 

  

米
空
軍
Ｆ
16
の
低
空
飛
行
訓
練
に
伴
う
苦
情
、
被
害
及
び
補
償
の
状
況 

九 

 




